
 
 
                                                                  

平 成 ３ ０ 年 ４ 月 １ ９ 日 （ 木 ） 
国土交通省 関東地方整備局 河川部 

記者発表資料 

「越谷市かわまちづくり」計画 

登録証の伝達式を行います 
～河川空間とまち空間が融合した良好な空間形成に向けて～ 

国土交通省は、平成３０年３月２６日付けで「かわまちづくり」支援制度に係る計画に

ついて登録を行い、関東地方整備局管内においては、新たに 3 箇所の「かわまちづく

り」計画が登録されました。 

このたび、新たに登録された「越谷市かわまちづくり」計画に対し、市長へ「かわまち

づくり」計画の登録証を手交する伝達式を行いますので、お知らせします。 

 

○越谷市かわまちづくり 登録証伝達式（申請者：埼玉県越谷市） 

 ・伝達式日時  ： ４月２６日（木） １４時４５分～１５時００分 

 ・会   場  ： 越谷市役所本庁舎２階 庁議室（埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目２番１号） 

 ・参 加 者  ： 越谷市長 

埼玉県越谷県土整備事務所長 

埼玉県県土整備部水辺再生課長 

関東地方整備局河川部長 

※当日の取材は可能です。 
 

「かわまちづくり」とは、地域活性化のために景観、歴史、文化及び観光基盤などの地域が持つ「資源」や

地域の創意に富んだ「知恵」を活かし、市町村、民間事業者及び地元住民と河川管理者の連携の下、

「河川空間」と「まち空間」が融合した良好な空間形成を目指す取組みです。 

添付資料   ・別紙１      登録箇所位置図 

・別紙２      各計画の概要 

・別紙３（参考） かわまちづくり支援制度の概要 

発表記者クラブ 

○埼玉県政記者クラブ ○竹芝記者クラブ ○神奈川建設記者会 

 
 

問い合わせ先 

国土交通省 関東地方整備局  河川部 地域河川課    電話：０４８－６０１－３１５１（代表） 

    課長  佐々木 智之（内線３８１１）   河川保全専門官  岩崎 和夫（内線３８１２） 

 

かわまちづくりロゴマーク 

こ し が や し 



「越⾕市かわまちづくり」計画の登録箇所図

「越谷市かわまちづくり」
河川：利根川水系 元荒川・新方川
河川管理者：埼玉県
事業主体：埼玉県、越谷市
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かわまちづくり支援制度 ～良好なまち空間と水辺空間の形成～

河口から水源地まで様々な姿を見せる河川とそれに繋がるまちを活性化するため、地域の景観、歴史、文化
及び観光基盤などの「資源」や地域の創意に富んだ「知恵」を活かし、市町村、民間事業者及び地元住民と
河川管理者の連携の下、河川空間とまち空間が融合した良好な空間形成を目指します。

＜ソフト対策＞
優良事例等に関する情報提供のほか、河川敷の
イベント施設やオープンカフェの設置等、地域
のニーズに対応した河川敷地の多様な利用を可
能とする「都市・地域再生等利用区域」の指定
等を支援

＜ハード支援＞
治水上及び河川利用上の安全・安心に係る河川
管理施設の整備を通じ、まちづくりと一体と
なった水辺整備を支援

水辺のオープンカフェ
（那珂川/福岡市）

管理用通路をフットパスとして活用
（最上川/長井市）

【 支援制度による支援 】 【 申請に関する手続フロー 】

【 活用例 】

※民間事業者が計画の主体となった場合の流れ
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